
 

上越市男女共同参画サポーター設置要綱 

（設置） 

第１条 上越市男女共同参画基本条例（平成１４年上越市条例第１号）第１１条の規定によ

り策定した男女共同参画基本計画に基づく事業を推進するため、上越市男女共同参画サポ

ーター（以下「サポーター」という。）を置く。 

（活動） 

第２条 サポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。 

⑴ 広報活動、啓発事業その他男女共同参画の促進に関する事業等への協力 

 ⑵ 男女共同参画の促進に関する活動 

 ⑶ その他前条に規定する設置の目的の達成に必要と認められる活動 

（定数） 

第３条 サポーターの定数は、３０人程度とする。 

 （任期） 

第４条 サポーターの登録期間は、第６条の規定により登録をした日から第８条の規定によ

り市長が登録を取り消す日までとする。 

 （資格） 

第５条 サポーターに登録することができる人は、市の区域内に住所を有する人又は勤務す

る人のうち満１８歳以上のものとする。 

（登録） 

第６条 サポーターに登録しようとする人は、上越市男女共同参画サポーター登録申請書（

第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、性別、住所、年齢等の比率を考慮し、第

３条に規定する定数の範囲内でサポーターとして登録するものとする。 

３ 市長は、前項の規定によりサポーターとして登録するときは、上越市男女共同参画サポ

ーター登録証（第２号様式）を発行するものとする。 

 （登録の辞退） 

第７条 サポーターは、登録を辞退しようとするときは、上越市男女共同参画サポーター登

録辞退届（第３号様式）を速やかに市長に提出しなければならない。 

（登録の取消し） 

第８条 市長は、サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものと

する。 

⑴ 第５条の要件に該当しなくなったとき。 



 

⑵ 前条の規定により辞退の申出があったとき。 

 ⑶ その他市長が必要と認めたとき。 

 （報酬） 

第９条 サポーターは、無報酬とする。 

（庶務） 

第１０条 サポーターに関する庶務は、男女共同参画推進センターにおいて処理する。  

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年６月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１号様式（第６条関係） 

上越市男女共同参画サポーター登録申請書 

 

年  月  日 

（宛先）上越市長 

 

 次のとおり、上越市男女共同参画サポーターに登録したいので申請します。 

ふりがな  

生年月日    年  月  日 
氏 名  

住 所  

市外在住の場合は、

勤務先とその住所 
 

連 絡 先 

電 話 番 号      （   ） 

Ｆ Ａ Ｘ      （   ） 

メールアドレス 

男女共同参画を推進

するに当たっての抱

負 

 

備 考  

 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

上越市男女共同参画サポーター登録証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市男女共同参画サポーター 

 

        様 

 

 あなたを上越市男女共同参画サポーターに登録します。 

 

     年  月  日 

上越市長         □印  



 

第３号様式（第７条関係） 

上越市男女共同参画サポーター登録辞退届 

 

年  月  日 

（宛先）上越市長 

 

 次のとおり、上越市男女共同参画サポーターの登録を辞退します。 

住 所  

氏 名  

 


